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【第２章　西新宿地区の　３．将来像を実現するための進め方について】

西新宿地区の将来像《Shinjuku Inovation Park》の実現に向けた、居心地

が良く歩きたくなる（ウォーカブルな）地区構造の形成について、新宿中

央公園をウォーカブルな地区構造の拠点とするためには、新宿中央公園の

外周部においてもアクセス性を向上させる必要があると考えています。

新宿中央公園の魅力向上を目的として策定された「新宿中央公園魅力向上

推進プラン（新宿区　平成29年9月策定）」においても、「公園の歩行者動

線やまちとのつながりを考慮した主要なエントランスを設定し、人を引き

込む魅力のある空間とするとともに、アクセスの改善を図る。」ことが目

指されています。

つきましては、将来像を実現するための基本戦略図に、「新宿中央公園魅

力向上推進プラン」の図版内に記載されている、主要なエントランスおよ

び、公園への主なアクセス動線についても取り入れていただけるようお願

い申し上げます。

ご意見を踏まえて修正します。

本指針は、官民が連携してまちづくりを進めていくため、西新宿地区の将来

像やその実現方策を共有するものです。

ご意見を踏まえて、本指針第1章の「新宿中央公園魅力向上推進プラン」に

「将来像の実現に向けた公園の空間構成」を掲載するとともに、第2章の基

本戦略図を修正し、公園への主なアクセス動線を追記します。

西新宿地区まちづくり指針（案）への意見募集の実施結果

・実施期間：令和3年2月15日～3月8日

・対　　象：当地区と関りがある方（在住、在学、在勤者、その他当地区に関わりのある方）

・周知方法：広報新宿（2月15日号）、新宿区ホームページ、区所有の掲示板（西新宿懇談会対象区域及び周辺）

・実施結果：１件


